
  

回 覧   平成２９年２月１日（三股町）代表☎５２－１１１１ 
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 

          

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 

          

◎読んだらすぐ隣へ回しましょう   

 

 
 
◆ たいけん食育ツアー！ 

「見て・作って・学ぶ、食べ物のこと」 
  

町内に住む小学１年生～３年生の親子を対象に体験食育ツアーを行いま

す。普段は入ることができないビニールハウスなどで生産者の話を聴いた後、

その食材を使って自分たちで料理します。ぜひ、ご参加ください。 

 

目  的……野菜や果物がどうやって育てられているかを見て、生産者の気

持ちに触れ、私たちの住むまちで育った野菜を大切に食べるこ

とを学ぶ。   

日  時……２月２５日（土）午前９時～午後１時 

場  所……町健康管理センター、町内のビニールハウスや畑 

対 象 者……町内の小学 1 年～３年生の親子 

定  員……１５組（１組２人）※応募者多数の場合は抽選となります。 

集合場所……町健康管理センター 

参 加 料……無料 

日  程 

９９９９時時時時    

健康管理センター出発（町バス利用） 

・町内のビニールハウスや畑を巡り生産者の話を聴き、収穫体験

をする。 

１１時１１時１１時１１時    

健康管理センターで 

  ・食育の話（管理栄養士が話します）  

 ・収穫した食材を使って調理（食生活向上員が教えてくれます） 

１２時１２時１２時１２時    みんなでお昼ご飯を食べる、片付け、まとめ 

１３時１３時１３時１３時    解散 

食  事……ご飯、汁物、野菜料理、デザート 

必要なもの…エプロン、三角巾、小学生はシューズを持ってきてください。 

申込期限……２月１６日（木） 

申込方法……電話、ファクス、メール 

主  催……三股町農畜産物利用地域活性化推進協議会 

 

 

※お申し込み・お問い合わせは、産業振興課 商工観光係（３階 ⑫番窓口） 

☎：５２－９０８４、ファクス：５２－４９４４ 

 メール：syouko-k@town.mimata.miyazaki.jp にお願いします。 
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【内   容】 

◆たいけん食育ツアー！「見て･作って・学ぶ、食べ物のこと」 

◆「町内史跡巡り」の参加者を募集します 

◆委託職員・臨時職員(パート職員)登録者を募集します 

◆誘致企業の正社員を募集します 

◆テレビ受信障害対策工事を行います 

◆産業別最低賃金が改正されました 

◆労働委員会（県の行政機関）が労働問題の解決を 

お手伝いします 

◆ごみ出しのルールを守りましょう 

◆交通災害共済の加入申し込みを受け付けます 

◆児童厚生員を募集します 

◆放課後児童クラブを利用するときは申請が必要です 

◆２月２３日（木）は 

「三股町総ぐるみ献血参加運動」の日です 
 

◆認知症講演会を開催します 
 

◆農業委員会制度が改正されました 

◆なくそう農地の違反転用！ 

◆「人権相談」を実施します 

◆「おもちゃ病院三股」を開設します 

◆「ふれあい福祉相談」を実施しています 

【分 類】 

①募 集 

 

 

 

④お知らせ 

 

 

 

 

 

⑤保健と福祉 

（子ども） 

⑥保健と福祉 

（一 般） 
 

⑦保健と福祉 
（高齢者） 

⑧農林畜産業関連 

 

⑨相 談 

 

 

① 募 集 
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◆ 「町内史跡巡り」の参加者を募集します 
 

町内の史跡をガイドの説明付きで巡るツアーを開催します。今回は特別に

梶山城跡のガイドを梶山小学校の６年生が行ってくれます。町内の歴史に興

味のある人はぜひご参加ください。 

 

日  時 ３月４日（土） 午前９時～正午 

場  所 町中央公民館（午前９時集合） 

内  容 
町内の史跡巡見 ※町バスで移動します 

（寺柱番所跡→樺山城跡→長田峡→梶山城跡→早馬神社） 

募集資格 町内在住であれば誰でも参加できます 

募集人員 ２０人程度（先着順） 

参 加 費 無料 

申込期限 ２月２４日（金）まで 

申 込 先 教育課生涯学習係まで電話でお申し込みください 

 

 

 

 

 

 

※お問い合わせは、 

教育課 生涯学習係（町中央公民館内） 

☎：５２－９３１１（直通）にお願いします。 

 

 

 
◆ 委託職員・臨時職員(パート職員)登録者を募集します 
 

４月から平成３０年３月まで雇用する委託職員などの登録者を 

募集します。町役場に勤務する委託職員・パート職員は、事前に登録して  

いる人の中から選考・採用しています。 

登録を希望する人は、市販の履歴書（Ａ４版）に必要事項を記入し、町   

総務課に提出してください。新規で登録することになりますので、すでに  

履歴書を提出している人も再度提出してください。 

 なお、提出した履歴書は原則として返却はしません。 
 

１．提出期限   ２月２８日（火） 

２．提出場所   総務課 職員係（２階 ⑧番窓口） 

３．登録者募集内容 
 
■一般事務補助 

募 集 条 件 
１８歳以上で、パソコン操作（エクセル・ワード）が

できる人（ただし、学生は不可） 

① 委 託 職 員 

雇用期間など 
１年間雇用契約 

（社会保険・雇用保険あり） 

勤 務 時 間 
月曜日～金曜日 

午前８時３０分～午後５時 

② 臨 時 職 員 

 （パート職員） 

雇用期間など 
おおむね６カ月以内 

（社会保険なし） 

勤 務 時 間 
月曜日～金曜日 

午前１０時～午後４時(５時間) 
 

■資格・免許所持者 

保育士、保健師、看護師、作業療法士、精神保健福祉士、社会福祉士、    

介護福祉士、認知症地域支援推進員、介護支援専門員、図書館司書、調理

師、栄養士、土木施工管理技師、土木作業員（大型特殊免許取得者、車両

系建設  機械運転技能講習修了証、フォークリフト運転技能講習修了証

など）、消費生活専門相談員、教員免許取得者など 

 

※お問い合わせは、総務課 職員係（２階 ⑧番窓口） 

☎：５２－１１１３（直通）にお願いします。 



 №２

 
◆ 誘致企業の正社員を募集します 

全国に顧客を持つ会社で楽しく元気よく働いてみませんか？ 
 

町では、雇用対策の一環として企業誘致を進めていますが、平成２９年４

月に新工場を稼働する予定の「㈱新原産業」が積極的に地元からの正社員採

用を行います。 

現在、求職中の人、興味のある人はぜひご相談ください。 

 

 会 社 名 「株式会社 新原産業（にいはらさんぎょう）」 

 職  種 工場作業員 

 仕 事 内 容 
畜産設備資材の製造、給餌器・柵などの製造、金属加工、

溶接 

 勤務開始日 採用決定次第（応相談） 

 勤 務 時 間 午前８時 ～ 午後５時 

 募 集 人 数  ３人（予定） 

 月  給 １４万５,０００円～（年齢、経験を考慮します） 

 休  日 日祝、第２・４土曜、他（年間９７日） 

 待  遇 

交通費 一律５,０００円  

昇 給 年１回 

賞 与 年２回＋決算賞与（業績による） 

 特  記 

・慰安旅行、バレーボール大会、忘年会などの行事あり。 

・入社後は企業内教育や作業指導を行うため、未経験で

も可能。 

・必要資格取得のための支援を行っています。 

 応 募 方 法 
面接日時を連絡しますので、電話でご応募ください。 

※面接時には履歴書（写真貼付）をお持ちください。 

 

 

 

※お問い合わせは、 

株式会社 新原産業  

〒８８９－１９１４ 三股町大字蓼池４４５０番地  

☎：５２－６５００ にお願いします。 

 

◆ テレビ受信障害対策工事を行います 
 

町内の一部地域で、１月から 700M H z
メガヘルツ

利用推進協会がテレビ受信障害対策

工事を実施しています。 

 この工事は、携帯電話事業者が、新たに 700M H z
メガヘルツ

帯の周波数を用いた携帯

電話システムの運用を開始する際、その電波がテレビアンテナで強く受信さ

れ、地上デジタルテレビ放送の「映像が乱れる」「映らなくなる」などの影響

が発生する恐れがあるために実施するものです。 

 携帯電話の新しい電波の利用開始に伴い、これらテレビ放送への影響を防

止するため、テレビブースターの交換やテレビアンテナへ対策用フィルタの

取り付け作業を行っています。 

 なお、対象となる可能性がある視聴者宅に対して、昨年１２月以降にお知

らせ用チラシを複数回投函しているほか、担当者が後日、説明に伺っていま

す。 

 本件の工事に関する費用は 700M H z
メガヘルツ

利用推進協会が負担します。工事作業

者が費用を請求することは一切ありません。 

 訪問する工事作業者は、「テレビ受信障害対策員証」を持っています。不審

に感じた場合は提示を求め、コールセンターへお問い合わせください。 

 

※「700MHz利用推進協会」とは、株式会社ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ株式会社、

沖縄セルラー電話株式会社およびソフトバンク株式会社の携帯電話事業者

４社により、700MHz 帯を利用した移動通信サービスを早期に提供できるよ

う、平成２４年１２月に設立された団体です。 

※訪問する工事作業者は「テレビ受信障害対策員証」を持っていますのでご

確認ください。 

 

 

 

 

※お問い合わせは、 

 700MHz（メガヘルツ）テレビ受信障害対策  

コールセンター☎：０１２０－７００－０１２ 

※ＩＰ電話などで上記電話番号につながらない場合は、 

☎：０５０－３７８６－０７００におかけください。 

※コールセンターの受付時間：午前９時～午後１０時 

（土曜・日曜日、祝日および年末年始を含む） 

④ お知らせ 
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◆ 産業別最低賃金が改正されました 
 

次の産業別最低賃金が改正されましたので、お知らせします。 

 

７４０７４０７４０７４０円円円円 

宮崎県電子部品・デバイス・電

子回路電気機械器具、情報通信

機械器具製造業 

平成２８年 

１２月２８日～ 

７６７円７６７円７６７円７６７円 宮崎県自動車（新車）小売業 
平成２８年 

１２月１５日～    

７１４円７１４円７１４円７１４円 その他業種 
平成２８年 

１０月 １日～ 

 

１．最低賃金は、臨時、パート、アルバイトなどを含めた全ての労働者に

適用されます。使用者は、この最低賃金額以上の賃金を労働者に支払

わなければなりません。 

２．最低賃金には次の賃金は含まれません。 

   （１）賞与などの臨時の賃金 

   （２）時間外労働などの割増賃金 

   （３）精皆勤手当、通勤手当および家族手当 

 

 

 

 

 

※お問い合わせは、 

宮崎労働局 労働基準部 賃金室  

☎：０９８５－３８－８８３６ にお願いします。 

 

 
◆ 労働委員会が労働問題の解決をお手伝いします 
 

 宮崎県労働員会では、従業員と経営者との間のトラブル相談を随時受け付

けています。 

 

 職場の悩み 例えば・・・ 

 ○○○○従業員の悩み従業員の悩み従業員の悩み従業員の悩み    

  ・何回も契約更新したのに、次回は「更新しない」と言われた 

  ・ちょっとしたミスで、突然「クビだ！」と言われた など 

 ○○○○経営者の悩み経営者の悩み経営者の悩み経営者の悩み    

  ・業績が苦しいのに、従業員が賃下げに応じてくれない 

  ・特に理由がないのに、従業員が転勤に応じてくれない など 

 

 次の期間は、平日夜間および土曜・日曜日も相談を受け付けています。 

 ■日 時……２月１３日（月）～１９日（日） 

       平 日  午前８時３０分～午後８時 

       土・日  午前９時～午後５時 

       ※土曜・日曜日に面談を希望する場合は、事前に電話連絡を

お願いします。 

 ■対象者……県内事業所などに勤務する従業員および経営者 

 ■場 所……宮崎県労働委員会事務局 

       宮崎市橘通東１－９－１０（県庁３号館６階） 

 ■相談方法…電話、面談、ファクス、電子メール 

 ■その他……費用は無料です。秘密厳守で対応いたします。 

 

 

※お問い合わせは、 

 宮崎県労働委員会事務局 

 ☎：０９８５－２６－７５３８ 

 ファクス：０９８５－２０－２７１５ 

 電子メール：rohdohi@pref.miyazaki.lg.jp にお願いします。 

詳しくは宮崎県労働委員会事務局の公式サイトをご覧ください。 

  

 
宮崎宮崎宮崎宮崎県労働委員会県労働委員会県労働委員会県労働委員会    
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◆ ごみ出しのルールを守りましょう 

 

 

 

 

 

 

 

《ごみステーションに出すときの注意》 

○ごみカレンダーで確認してごみの種類ごとに分別し、町の指定ごみ袋に入

れて出してください。 

○ルール違反のごみには違反シールを貼り、収集はしませんので、ごみ出し

のルールを守って出しましょう。 

○祝日も収集します（ただし、１２月３１日～１月３日を除く）。 

○引越しごみなど一度に大量のごみが出るときは、直接ごみ処理施設へ搬入

してください。 

 

■ごみステーションで回収するごみの種類と回収日は次のとおりです。 

 出されたごみの量などで収集する時間が変わりますので、午前８時までに

出すようにしましょう。 

 

◎燃えるごみ 毎週 月曜日・火曜日・金曜日 

◎燃えないごみ 毎月 第４木曜日 

◎缶・瓶 毎月 第３木曜日 

◎ペットボトル・白色トレイ 毎月 第２木曜日 

 

 

 

 

 

      ○生ごみ類（食べ残しや貝殻・骨・野菜くずなど） 

    ・きちんと水切りしてから出してください。 

 

    ○木くず類（切った枝・竹・落ち葉・草花など） 

    ・土、泥は除いてください。 

    ・剪定枝などで袋が破ける場合は紐で縛り、指定 

ごみ袋を巻きつけて出してください。 

    ・大量の剪定枝は、処理施設に直接持ち込んでください。 

 

    ○衣類（シーツ・タオル・下着・紙おむつなど） 

    ・汚物は取り除いてください。 

 

      ○プラスチック・ビニール類（シャンプーやマヨネーズなどの容器・ 

お菓子袋・卵のパック・ＣＤ・ビニールホースなど） 

・シャンプーや洗剤の容器は中身を使いきってから出してください。 

・ビニールホースは１㍍未満に切って出してください。 

 

 

 

      ○革製品（革靴・財布・バッグ・ベルトなど） 

    ・金属部分は取り外してください。 

 

○その他（雑紙類・中がアルミ箔の紙パック・食用油など） 

    ・食用油は紙や布に染み込ませてください。 

・たばこの吸い殻は水に浸すなど、完全に 

火を消してください。 

 

 

① 決められた場所に出す 

② 決められた曜日と時間を守る 

③ 分別方法を守る 

④ 町の指定ごみ袋に入れて出す 

燃燃 燃燃
え
る
ご
み

え
る
ご
み

え
る
ご
み

え
る
ご
み
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      ○少量の陶器類（茶わんや皿･花瓶･植木鉢など） 

     注）量が多い場合は直接、町一般廃棄物最終処 

分場に持ち込んでください。 

    

    ○少量のガラス類（鏡･割れた瓶･グラス･電球･ 

割れた蛍光灯など） 

・割れたガラスなどは新聞紙などに包んで 

赤マジックで「危険」と明記してください。 

 

    ○金属類（金属製の鍋･包丁･電気コード･傘など） 

・鋭利なものは新聞紙などに包んで赤マジック    

で「危険」と明記してください。 

・鉄アレイやダンベルなどの重いものは粗大ごみ 

となります。 

 

      ○小型電化製品類（ドライヤー･トースター･ 

ポットなどの軽量なもの） 

 

○その他（アルミホイルなど） 

 

     ○乾電池・使い捨てライター 

     ・役場や各地区のリサイクル集積所などに置いて 

ある回収容器に入れてください。 

     ・ライターは必ずガス抜きをしてください 

     ・充電式乾電池・ボタン電池は販売店などの回収 

ボックスに入れてください。 

 

    ○カセットボンベやスプレー缶 

     ・使いきった後、穴を開けてリサイクル集積所の 

回収ボックスに入れてください。 

 

      ○蛍光灯 

       ・町一般廃棄物最終処分場または 

都城市リサイクルプラザに搬入してください。 

      ○缶類（飲み物・缶詰の空き缶・ 

お菓子が入っていた缶など） 

 

    ○瓶類（一升瓶・ビール瓶・栄養ドリンク 

の瓶など） 

 

    ○ペットボトル        

 

      ○白色トレイ（色付きトレイや発泡スチロールは燃えるごみです。）    

    

・資源ごみはそれぞれの品目に分別して出してください。 

・缶・瓶・ペットボトルのふたは外してください。 

（プラスチック製のふたは燃えるごみに、金属製のふたは燃えな

いごみに出してください。） 

・水ですすいで、中に異物を入れないでください。 

 

◎各公民館の資源ごみ集積所では、上記の品目の他、、、、紙類のリサイ

クルにも取り組んでいます。自治公民館活動に御協力をお願いし

ます。 

 

      ○紙類    （新聞紙チラシ・雑誌類 

・ダンボール・紙パック） 

    

・紙類はそれぞれの品目ごとに紐で縛るなどしてバラバラにならな

いようにしてください。 

 

 

 

 

 

※お問い合わせは、環境水道課 環境保全係（２階 ⑩番窓口） 

☎：５２－９０８２（直通）にお願いします。 
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◆ 交通災害共済の加入申し込みを受け付けます 

  

交通災害共済は、交通事故で死亡・障害・けがをした場合に、見舞金を支

払う制度です。次のとおり加入申し込みを受け付けます。 

 

申込期間 
２月１日（水）～３月３１日（金）  

（個人加入の人は、４月１日以降も随時受け付けます） 

共済期間 
４月１日～平成３０年３月３１日まで（１年間） 

※４月１日以降に加入した人は受付日の翌日からになります。 

加入資格 

町内在住で住民票のある人(外国人住民の人も含みま

す)。※修学などのため一時的に町外に転出している人

も加入できます。 

申し込み 

方 法 

加入希望者は、申込書に必要事項を記入し、掛金を添

えて支部長、役場（案内窓口）または郵便局（ゆうち

ょ銀行）で申し込みください。 

☆申し込み用紙は、本号回覧と一緒に支部長に 

配付します。また役場（案内窓口）にもあります。 

共済掛金 １人につき５００円 

 

 

 

 

 

 

 

※お問い合わせは、 

総務課 行政係（２階 ⑧番窓口） 

☎：５２-１１１２（直通）にお願いします。 

 

 

 

 
◆ 児童厚生員を募集します 

  

町では、児童館・児童クラブで働く人を募集しています。 

仕事内容は、昼間仕事などで保護者が家にいない小学校の児童に、放課後

や土曜日、春・夏・冬休みなどの長期休業日に適切な遊びや交流の場を提供

することです。希望する人は３月１０日（金）までに履歴書を福祉課児童福

祉係までご提出ください。 

 

勤務時間 

月曜日～金曜日 
午後２時～６時 

（小学校行事などで早出勤務あり） 

土曜日・春休み・

夏休み・冬休み 

午前８時～午後６時 

（早出・遅出あり、休憩１時間） 

休 日 
週休２日（日曜日および交代で１日） 

祝日・盆（８月１３～１５日）・１２月２９日～１月３日 

給 与 年間１００万円程度（社会保険なし） 

募集人員 数人 

 

■勤務地 

 町内の児童館・児童クラブ 

 ※児童館・児童クラブ内での異動があります。 

 

■応募条件 

 ①子どもの指導ができる人。 

 ②年齢は問いませんが、子どもと一緒に遊ぶ体力がある人。 

 ※資格の有無は問いませんが、保育士または教諭の資格がある人、経験者

を優先します。 

 

■勤務開始 

 ４月１日から 

 

※お申し込み・お問い合わせは、 

福祉課 児童福祉係（１階 ⑥番窓口） 

 ☎：５２－９０６０（直通）にお願いします。 

⑤ 保健と福祉（子ども） 
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◆ 放課後児童クラブを利用するときは申請が必要です 
 

放課後児童クラブは、就労などで放課後に保護者が不在となる児童に町内

の児童館などを利用して適切な遊び・生活の場を与え、健全な育成を図るこ

とを目的としています。 

利用するには、児童クラブへの「登録」が必要です。登録を希望する家庭

は、新規・継続を問わず、必ず申請してください。 

 

■開所日時・利用料金 

開設日 利用時間 利用料金 

月曜日 ～ 金曜日 午後２時～６時 
無料 

土曜日、春・夏・冬休み 
午前９時～午後６時 

午前８時～午後６時 有料（２,０００円/月） 

■休館日 

日曜日、祝日、お盆(８月１３日～１５日)、年末年始(１２月２９日～翌

年１月３日)その他（台風やインフルエンザなどで学校が休校の場合など）。 

■対象児童 

①放課後に就労などで保護者が不在となる児童 

※原則として低学年の児童が優先となります。 

②保護者に健康上の理由がある場合や健全育成上指導を要する児童 

※①、②のいずれかに該当し、加えて次の約束が必要です。 

○開所日数の「２分の１」以上利用すること。 

○保護者の責任で送迎を行うこと。 

■登録期間 

４月１日（土）～平成３０年３月３０日（土） 

■登録できる児童クラブ 

原則、自宅に近い児童クラブへの登録になります。 

※登録先の決定に関しては、先着順ではありません。新一年生から優先に、

お住まいの地域、保護者の就労等状況（就労時間・就労等日数など）を

考慮したうえで決定します。必ずしも希望の児童クラブへ登録できると

は限りません。また、定員を超える場合は他のクラブへの登録もしくは

入所待機となりますのでご了承ください。 

 

 

 

 

 

■登録方法 

放課後児童クラブ（無料）に登録を希望する児童の保護者は、①放課後放課後放課後放課後    

児童クラブ登録申請書一式児童クラブ登録申請書一式児童クラブ登録申請書一式児童クラブ登録申請書一式と②就労・内職証明書就労・内職証明書就労・内職証明書就労・内職証明書を揃えてご提出ください。 

申 請 書申 請 書申 請 書申 請 書 類類類類    ２月１日（水）から各児童クラブで配布します。 

申 請 期申 請 期申 請 期申 請 期 間間間間    ２月１３日（月）～２月２８日（火） 

申請書類提出先申請書類提出先申請書類提出先申請書類提出先    登録希望の児童クラブに提出してださい。 

■登録許可 

申請期間内の申請者には３月中旬以降に、各児童クラブから「三股

町放課後児童クラブ登録許可書」を渡します。 

■有料児童クラブも利用できます 

※「児童クラブ登録者」で希望者のみが対象です。 

申請方法申請方法申請方法申請方法    

利用月の前月までに申請書を登録児童クラブに提出してくだ

さい。 

月ごとの申請が必要です。 

利用料金利用料金利用料金利用料金    月額１人２,０００円（割り引き・払い戻しはありません） 

支払方法支払方法支払方法支払方法    納付書でお支払いください。 

■利用できる児童クラブ 

名名名名        称称称称    開設場所開設場所開設場所開設場所    電話番号電話番号電話番号電話番号    

三股小児童クラブ 三股小児童クラブ室 ５１－０６０６ 

プラザ児童クラブ 第２地区交流プラザ ５２－１０９９ 

新馬場児童クラブ 新馬場児童館 ５２－３９４８ 

東原児童クラブ 東原児童館 ５２－０３３６ 

今市児童クラブ 今市児童館 ５２－１８１４ 

三股西小第一児童クラブ 

※平成２９年４月１日開所 

中原団地広場内放課後

児童クラブ専用施設 
－ 

植木児童クラブ 植木児童館 ５２－１０９２ 

蓼池児童クラブ 蓼池児童館 ５２－３９４７ 

前目児童クラブ 前目児童館 ５２－４８４４ 

梶山児童クラブ 梶山児童館 ５２－１２５１ 

長田児童クラブ 長田小学校内 ５４－１２１３ 

宮村児童クラブ 宮村児童館 ５２－５５３３ 

 

 

※お問い合わせは、福祉課 児童福祉係（１階 ⑥番窓口） 

☎：５２－９０６０（直通）または、各児童クラブにお願いします。 



 №８

 

◆ ２月２３日（木）は 
「三股町総ぐるみ献血参加運動」の日です 

 

【総ぐるみ献血参加運動とは】 
町内の全ての皆さんに献血の協力を呼び掛ける運動で、県、各市町村、

推進団体、血液センターが連携し、県内で展開中です。輸血用の血液は事

故や手術だけでなく、その多くは病気治療の患者に使われています。また、

長期にわたって保存ができないため、常に皆さんの協力を必要としていま

す。献血は、命を救う大きなボランティアです。献血を取り巻く環境は厳

しく、安定的な血液確保のために、今こそ、皆さんの協力が必要です。 

 

 

 

 

 

※当日の状況によって、やむを得ず予定時間が変更となる場合があります。 

※４００㍉㍑献血にご協力いただいた人には、「みまたんスイーツ(未定)」を

プレゼント！ 

※検査後、血液型（Ｒｈ±を含む）や健康管理の目安となる検査数値を希望

する人に通知しています。健康管理にお役立てください。 

 

《４００㍉㍑献血にご協力ください》 

・男性１７～６９歳、女性１８～６９歳 

・体重５０㌔㌘以上の体調の良い人など 

・ただし、６５歳以上の人は「６０～６４歳までに献血経験がある 

人」に限られます。 

・その他、当日の問診で献血できない場合があります。 

 

〈お礼〉 
１１月１３日(日)「三股町ふるさとまつり会場」で献血にご協力いただ

いた人数は次のとおりです。ありがとうございました。 

  

 

 

 

 

 

※お問い合わせは、健康管理センター  
☎：５２－８４８１ にお願いします。 

 

 

◆ 認知症講演会を開催します 
 

現在、６５歳以上の４人に１人が認知症またはその予備軍といわれており、

今後その数はますます増えていきます。 

しかし、認知症に対する正しい理解はまだまだ充分とは言えず、症状や人

間関係を悪くする原因にもつながります。認知症の人はもちろん、周りの人

が正しく理解することで、不安や負担、虐待などの問題を減らすことができ

ます。 

認知症の人やその介護者を周りで支え、安心して暮らせるように「認知症」

について一緒に学んでみませんか？ 

ご近所お誘い合わせのうえご参加ください。 

 

日 時 ２月２８日（火） 午後２時開始 

場 所 元気の杜 大会議室 

参加料 無料 

講 師 大悟病院 心理士・栄養士 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※お申し込み・お問い合わせは、 

町地域包括支援センター（１階 ⑥番窓口） 

☎：５２－８６３４（直通）にお願いします。 

 

 

期 日 ２月２３日（木） 

時 間 
午前９時３０分～午後４時 

 (休憩 正午～午後１時３０分) 

場 所 町役場（１階ロビーで受け付け後、献血車内で行います） 

献血の申し込みをした人    ７２人 

４００㍉㍑献血した人 ５９人 

２００㍉㍑献血した人(高校生) １人 

献血ができなかった人(比重不足など) １２人 

⑥ 保健と福祉（一般） ⑦ 保健と福祉（高齢者） 
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◆ 農業委員会制度が改正されました 
 

農業委員会とは 

農業者の代表である農業委員で構成された行政委員会で、農地の権利移

動や転用などについて、農地法などに基づき審査を行う決定機関です。 

改正された「農業委員会に関する法律」が昨年４月１日に施行されまし

た。 

 

主な改正内容は次のとおりです。 

 

◯◯◯◯農業委員会の役割として「農地等の利用の最適化の推進」が重点業務と農業委員会の役割として「農地等の利用の最適化の推進」が重点業務と農業委員会の役割として「農地等の利用の最適化の推進」が重点業務と農業委員会の役割として「農地等の利用の最適化の推進」が重点業務と

なりますなりますなりますなります    

最適化とは、担い手への集積・集約化、遊休農地の発生防止解消、新

規参入の促進をいいます。 

 

◯◯◯◯農業委員の選出方法が変わります農業委員の選出方法が変わります農業委員の選出方法が変わります農業委員の選出方法が変わります    

今までの選挙制度が廃止され、推薦や公募で町長が議会の同意を得て

任命します。 

選挙制度が廃止されたことで、毎年農家が行っていた「農業委員会委

員選挙人名簿登載申請書」の提出がなくなりました。 

 

◯◯◯◯農地利用最適化推進委員が新設されます農地利用最適化推進委員が新設されます農地利用最適化推進委員が新設されます農地利用最適化推進委員が新設されます    

農地利用最適化推進委員は、農地利用の適正化のために、担当地域に

おける現場活動（現地調査や農地所有者への働きかけなど）を主に行い、

農業委員と密接に連携して活動するもので、今年７月に任命される農業

委員で構成する新しい農業委員会が、推薦や公募によって委嘱します。 

 

 

 

 

※お問い合わせは、 

 農業委員会 事務局  

☎：５２－９０８７（直通）にお願いします。 
 

 
◆ なくそう農地の違反転用！ 

～農地の無断転用は法律に違反します～ 

    

■農地転用とは？ 

農地を住宅・工場用地や店舗敷地、駐車場、資材置場、植林（山林）な

ど、農地以外のものにすることを転用といいます。 

農地法では、優良農地を守るために、農地の転用について許可を受ける

ことが義務付けられています。転用するときは、農業委員会に許可申請書

を提出して許可を受けてから工事に着手してください。 

 

■許可を受けないで転用するとどうなりますか？ 

許可を受けずに行った場合は、農地法違反となり罰則等処分の対象とな

ります。 

農地を無断で転用した場合、または転用許可を受けた事業計画どおりに

転用を行っていない場合は、知事から工事中止や原状回復などの命令が出

される場合があります。また、３年以下の懲役または３００万円以下の罰

金、法人にあっては 1 億円以下の罰金という罰則が適用されることもあり

ます。 

 

■対象となる農地は？ 

全ての農地（田・畑・採草放牧地）が転用許可の対象となります。地目

が農地であれば、耕作が行われていなくても農地として活用できる状態で

ある限り、農地として扱われます。 

 

■農地の転用手続きはどうすればいいですか？ 

転用申請には農地法第４条申請、農地法第５条申請とあります。その農

地の所在地を管轄する農業委員会に申請書を提出し（※）、農地法第４条、

農地法第５条の規定に基づく知事の許可を受ける必要があります 

農地法第４条・・・自分の農地を農地以外に転用する場合 

農地法第５条・・・事業者がその農地の売買や賃貸など権利の設定や移

転を同時に行って転用する場合 

※転用手続きには農地法第４条、第５条申請書以外にも必要書類があります

ので、詳しくはお問い合わせください。 

 

※お問い合わせは、農業委員会 事務局 

☎：５２－９０８７（直通）にお願いします。 

⑧ 農林畜産業関連 
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◆「人権相談」を実施します 
 

いじめ・虐待などの｢人権相談｣だけでなく、家庭関係（夫婦・親子・離婚・ 

扶養・相続）、近隣関係、金銭貸借、借地借家、登記などの｢悩み事相談｣に

も応じています。気軽にご相談ください。 

※予約は不要です。なお相談は無料です。 

 

■特設人権相談 

期  日 ３月１日（水） 

時  間 午前１０時～午後３時 

場  所 ＪＲ三股駅多目的ホール「Ｍ★うぃんぐ」 

相 談 員 
上西 理惠、桒畑 実余子 

※相談員は、変更になる場合があります 

■常設人権相談 

日  時 平日の午前８時３０分～午後５時１５分 

場  所 
宮崎地方法務局都城支局 

（都城合同庁舎５階相談室） 

相 談 員 人権擁護委員・法務局職員 

 

※お問い合わせは、 

・特設人権相談： 総務課 行政係（２階 ⑧番窓口） 

☎：５２－１１１２（直通） 

・常設人権相談：宮崎地方法務局都城支局 

☎：２２－０４９０ にお願いします。 

 

 
 
 

◆「おもちゃ病院三股」を開設します  

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

※お問い合わせは、 

代表：横山健一  ☎：５１－０２４１ または、 

増田親忠  携帯０９０－１９２６－８７８３ にお願いします。 

    
 

◆「ふれあい福祉相談」を実施しています 

 
社会福祉協議会では、生活上の問題、結婚・離婚・金融上のもめ事や 

介護など、あらゆる相談を受け付けます。 

また電話での相談も行います。 

 

○相談日： 毎週月曜日・水曜日・金曜日 

○時 間： 午前９時～午後５時    

○場 所： 町総合福祉センター「元気の杜」 

 

 

※お問い合わせは、社会福祉協議会  

☎：５２－１２４６ にお願いします。 

期  日 ２月１８日（土）毎月第３土曜日  

時  間 
・開  院 午後１時～５時ごろ 

※受け付けは午後３時までにお願いします。 

場  所 町総合福祉センター「元気の杜」 

注意事項 

・おもちゃ病院三股は、おもちゃを無償で修理します 

（一部、材料費などが掛かることがあります）。ただ

し、破損がひどい物、欠品がある物については、修理

できない場合があります。現物を見て判断しますの

で、ご了承ください。 

・ＡＣ電源で作動させる電化製品・コンピューター製品、 

人を傷つける恐れがある物、水に浮く物（浮輪・ボー

トなど）は修理対象外です。 

⑨ 相 談 


